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１ 計画処理区域の面積及び人口      「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき，市町等は自区内全域について一般廃棄物の処理計画を定めなければならないこととなっており，県内の全市町２３（１４市９町）（平成２１年３月３１日現在）が自区内全域を計画処理区域としている。   広島県（以下，「本県」という。）における計画処理区域の面積及び人口は，表１－１のとおりである。 
 表１－１ 計画処理区域の面積及び人口 面  積 人  口 8,479.05ｋ㎡ 2,864,240 人                           （平成２０年１０月１日現在） 
 ２ 処理体制   本県における市町のごみ及びし尿の処理体制は，表１－２のとおりである。 
 表１－２ 本県の処理体制 （平成２１年３月３１日現在） ご み 処 理 体 制          市町名 可 燃 ご み そ の 他 し 尿 処 理 体 制          広島市 単独処理 単独処理 単独処理（一部安芸地区衛生施設管理組合） 呉市 単独処理 単独処理 単独処理 竹原市 竹原広域行政組合 竹原広域行政組合 竹原広域行政組合 三原市 単独処理（一部甲世衛生組合） 三原広域市町村圏事務組合 単独処理（一部甲世衛生組合） 尾道市 単独処理（一部甲世衛生組合） 単独処理 単独処理 福山市 単独処理 単独処理 単独処理 府中市 単独処理 単独処理 単独処理（一部甲双衛生組合） 三次市 単独処理 単独処理 単独処理（一部甲双衛生組合） 庄原市 単独処理 単独処理 単独処理（一部甲双衛生組合） 大竹市 単独処理 単独処理 単独処理 東広島市 単独処理 単独処理 単独処理 廿日市市 単独処理 単独処理 単独処理 安芸高田市 芸北広域環境施設組合 芸北広域環境施設組合 単独処理 江田島市 単独処理 単独処理 単独処理 府中町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 海田町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 熊野町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 坂町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 安芸太田町 山県郡西部衛生組合 山県郡西部衛生組合 山県郡西部衛生組合 北広島町 芸北広域環境施設組合 （一部山県郡西部衛生組合） 芸北広域環境施設組合 （一部山県郡西部衛生組合） 単独処理（一部山県郡西部衛生組合） 大崎上島町 竹原広域行政組合 竹原広域行政組合 竹原広域行政組合 世羅町 甲世衛生組合 三原広域市町村圏事務組合 甲世衛生組合 神石高原町 単独処理 単独処理 単独処理    



なお，呉市は，江田島市及び愛媛県今治市からごみ処理を受託し（江田島市：可燃ごみの処理，今治市：旧関前村区域に係るごみの処理），大竹市は，山口県和木町からし尿処理を受託している。 
 ３ 収集及び処理状況 （１）処理状況    平成２０年度の県内の市町及び一部事務組合における廃棄物の処理状況は，表１－３のとおりである。    県内におけるごみの収集量は，８７６，２７０tで，処理施設等への直接搬入量は７６，８２１tである。これに県外からの受託量を加えた処理量は，９５３，２３２tである。 県内におけるし尿の収集量は，７１６，６８４ kl で，これに県外からの受託量を加えた処理量は，    ７１６，８００ klである。   
 表１－３ ごみ及びし尿の処理状況 区分 収 集 量 直接搬入量 県外からの受託 処 理 量 ごみ （単位： t） ８７６，２７０ ７６，８２１ １４１ ９５３，２３２ し尿 （単位：kl） ７１６，６８４ － １１６ ７１６，８００ 
 （２）処理量の推移    ごみ及びし尿の処理量の推移は，表１－４のとおりである。    いずれの処理量とも減少する傾向にあり，平成２０年度は前年度に比べ，ごみ処理量は４．７％，し尿処理量は０．６％減少した。主な要因として，ごみは住民の環境意識の向上による排出抑制の促進，収集処理の有料化を実施している自治体による排出量の削減及び景気悪化による買い控え，し尿は下水道利用への転換に伴う収集量の減少が考えられる。 
 表１－４ ごみ及びし尿の処理量の推移 年  度 区  分 １６ １７ １８ １９ ２０ ごみ（単位： t） １，０９５，４４０ １，０６６，４８３ １，０５０，００１ ９９９，７２４ ９５３，２３２ し尿（単位：kl） ７６７，６７１ ７４８，４９０ ７３５，６７５ ７２１，０４７ ７１６，８００   （注）数値は県外からの受託分を含む。 
    詳細については，「Ⅱ ごみ」及び「Ⅲ し尿」の章において示す。 
 

 

 

 

 



４ 処理事業経費 （１）歳出状況    県内の市町及び一部事務組合における平成２０年度の廃棄物処理事業経費は，表１－５のとおりである。 歳出状況は，ごみが３７，５６７，６３３千円，し尿が７，１５５，３５５千円で，合わせて       ４４，７２２，９８８千円である。 
 表１－５ 廃棄物処理事業の歳出状況                                        （単位：千円） 区   分 ご   み し   尿 計 中間処理施設        1,685,533 759,530 2,445,063 最 終 処 分 場        55,946 0 55,946 工事費

 そ の 他        118,859 6,993 125,852 調 査 費        65,670 46,839 112,509 建設・改良費

 小 計          1,926,008 813,362 2,739,370 
 人 件 費        9,078,733 1,312,519 10,391,252 収 集 運 搬 費        614,850 113,550 728,400 中 間 処 理 費        5,833,631 1,900,051 7,733,682 処理費

 最 終 処 分 費        454,400 38,507 492,907 委 託 費        17,956,581 2,469,026 20,425,607 処理経費
 小     計 33,938,195 5,833,653 39,771,848 車両等購入費        117,152 9,061 126,213 調 査 研 究 費 0 0 0 

事   業   経   費
 

処理及び維持管理費
 小 計          34,055,347 5,842,714 39,898,061 

  そ の 他       （注２） 1,586,278 499,279 2,085,557 
  合 計          37,567,633 7,155,355 44,722,988   （注）１ 市町の一部事務組合分担金は，一部事務組合における事業経費として各項目に分類算入して       いる。      ２ 「その他」とは，事業経費のうち他の項目に属さないものをいう。（調査方法の変更により， これまで処理及び維持管理費のその他として計上されていたものを含む。） 

 （２）処理経費    ごみ１t当たりの処理経費は３５，６０３円／t，し尿 １kl当たりの処理経費は８，１３８円／kl    で，それぞれの推移は，表１－６のとおりである。 
 ごみの処理経費 （３３，９３８，１９５千円） ごみ １ t 当たりの処理経費 ＝ ごみの処理量  （  ９５３，２３２ｔ ） ＝ ３５，６０３円／t 
 

 

 

 

 

 

 

し尿の処理経費 （５，８３３，６５３千円） し尿 １ kl当たりの処理経費 ＝ し尿の処理量  （  ７１６，８００ kl） ＝ ８，１３８円／kl 



表１－６ ごみ及びし尿の単位当たりの処理経費の推移 年   度 区   分 １６ １７ １８ １９ ２０ 全国平均 （平成１９年度） ごみ１t 当たりの 処理経費（円／ t） ３０，６８１ ３１，３８２ ３２，８２５ ３４，２９１ ３５，６０３ ３２，０３９ し尿 １kl 当たりの 処理経費（円／kl） ８，６２５ ８，３６５ ８，１４４ ８，１２３ ８，１３８ ８，２９６ 
    ごみについては，処理量は年々減少する一方で，処理経費は主に委託費が増加する傾向となり，これに伴いごみ１t当たりの処理経費が年々増加している。 一方，し尿については，処理量の減少に伴い，処理経費も減少し，し尿１kl 当たり処理経費は平成１８年度以降ほほ横ばいの傾向にある。     （３）事業経費    ごみ１t当たりの事業経費は３９，４１１円／t，し尿１kl当たりの事業経費は９，９８２円／klで，それぞれの推移は，表１－７のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 表１－７ ごみ及びし尿の単位当たりの事業経費の推移 年   度 区   分 １６ １７ １８ １９ ２０ 全国平均 （平成１９年度） ごみ１t 当たりの 事業経費（円／t） ３７，３５１ ３５，４５３ ３５，４０２ ３６，７７４ ３９，４１１ ３８，９７１ し尿１kl 当たりの 事業経費（円／kl） ９，３９２ ８，８１６ ９，０８０ １０，５６１ ９，９８２ ９，９０６ 
    ごみ１t当たりの事業経費は，広島市における焼却施設整備などにより建設改良費が増加し，平成２０年度は前年度に比べ増加した。 し尿１kl当たりの事業経費は，建設改良費の減少に伴い，前年度に比べ減少した。    今後，老朽化した施設の更新，改良等に伴い，ごみ及びし尿ともに事業経費の増大が考えられる。 
 

ごみの事業経費  （３７，５６７，６３３千円） ごみ １t 当たりの事業経費 ＝ ごみの処理量 （ ９５３，２３２t） ＝ ３９，４１１円／t し尿の事業経費  （７，１５５，３５５千円） し尿１ kl当たりの事業経費 ＝ し尿の処理量   （  ７１６，８００ kl） ＝  ９，９８２円／kl 



５ 廃棄物処理事業従事職員  本県の一般廃棄物処理事業にかかわる職員数は，表１－８のとおりである。  廃棄物処理事業従事職員数は１，４３２人である，そのうち，ごみ処理事業に従事している職員は１，２３６人，し尿処理事業に従事している職員は１９６人である。一般廃棄物処理事業にかかわる職員数の推移は，表１－９のとおりである。 
 表１－８ 一般廃棄物処理事業にかかわる職員数 （単位：人） ご    み し    尿 合計 区  分 一般職 技能職 計 一般職 技能職  計 一般職 技能職 計 市 ４１５ ７４７ １,１６２ ９２ ６２ １５４ ５０７ ８０９ １,３１６ 町 １２ １８ ３０ ８ ２ １０ ２０ ２０ ４０ 一部事務組合 ３３ １１ ４４ ２６ ６ ３２ ５９ １７ ７６ 計 ４６０ ７７６ １,２３６ １２６ ７０ １９６ ５８６ ８４６ １,４３２ 

 

 

 表１－９ 一般廃棄物処理事業にかかわる職員数の推移                                          （単位：人） 年  度 
 区  分 １６ １７ １８ １９ ２０ 一 般 職 ６８２ ６１９ ５９０ ５８２ ５８６ 技 能 職 ９４８ ８７８ ９０３ ８２７ ８４６ 計 １，６３０ １，４９７ １，４９３ １，４０９ １，４３２ 

 

 

 


